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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年８月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２３年７月４日（月） １４時３０分ごろ 

発生場所 滋賀県琵琶湖南西部滋賀県大津市近江
おうみ

舞子
まいこ

水泳場沖 

大津市所在の 男
おとこ

松
まつ

三等三角点から真方位０５３°６８０ｍ付近  

（概位 北緯３５°１４.０′ 東経１３５°５８.１′） 

事故調査の経過  平成２３年７月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーモーターボート まっちゃん、２.２トン 

   ２６０－４４５５１滋賀、個人所有 

   ６.７６ｍ×２.５０ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１９４kＷ、平成１７年６月 

Ｂ 水上オートバイ Ｄｅｅｐ
デ ィ ー プ

-Ｓ
エス

、０.１トン  

   ２５３－３２２６１滋賀、個人所有 

   ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１８８kＷ、平成２３年６月 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３６歳 

    二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１３年５月２日 

    免許証交付日 平成２３年５月１１日 

           （平成２８年５月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２６歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２２年８月１３日 

    免許証交付日 平成２２年８月１３日 

           （平成２７年８月１２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし  

Ｂ なし 

浮体 重傷 １人（搭乗者Ａ）、軽傷 ２人（搭乗者Ｂ及び搭乗者Ｃ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

浮体 なし 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人５人を乗せ、長さ約１.９５ｍ及

び幅約２.００ｍの長椅子形のゴムチューブ製の３人乗りの浮体（以下「本

件浮体」という。）に知人３人（いずれも女性）を横一列（以下、右側の搭

乗者を「搭乗者Ａ」、中央を「搭乗者Ｂ」及び左側を「搭乗者Ｃ」とい
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う。）に座らせ、長さ約１８ｍのトーイングロープで本件浮体を引き、それ

まで遊走していた近江舞子水泳場沖を発進した。 

 搭乗者３人は、本件浮体の後部で足を前方に出して座り、背もたれにも

たれた姿勢をとり、両手で取っ手をつかんでいた。 

船長Ａは、左に大きく旋回して約０３０°（真方位）方向に遊走してい

たとき、本件浮体の後方からＢ船を含む３～４隻の水上オートバイが追走

しているのを認めた。 

 船長Ａは、船首方を見たり、船尾方を向いたりして本件浮体の搭乗者な

どの状況の確認を行いながら遊走中、搭乗者が危ないと叫んだのを聞いて

船尾方を振り返ったとき、平成２３年７月４日１４時３０分ごろ、近江舞

子水泳場沖において、左旋回していたＢ船の船首部と本件浮体の右前部と

が衝突してＢ船が本件浮体に乗り上げ、搭乗者と接触して搭乗者３人が本

件浮体の後方から湖に投げ出された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、遊走を始めた本件浮体の右側約６ｍ

の所を約４０～５０km/h の速力で後方から追い付いて並走し、船長Ｂが、

時々、本件浮体の右前方約２.７～３ｍに接近し、左舵を取った直後に右舵

を取って船尾を振り、搭乗者に水を掛けたりしながら北北東進した。 

船長Ｂは、ふだん、水上オートバイ同士で水を掛け合っていたときより

も波が高いと感じていたものの、Ｂ船を本件浮体の右前方に進出させ、反

転して本件浮体の右前方から接近しながら搭乗者に水を掛けることを思い

立ち、本件浮体の右前方で左旋回して接近し、本件浮体の右前方約３ｍの

所で搭乗者に水を掛けるため、右舵を取った直後に左舵を取ろうとした

が、右舵を取ったとき、Ｂ船が波高約５０cm の波に当たって滑空状態とな

り、操縦ができなくなって船首部と本件浮体の右前部とが衝突し、Ｂ船が

本件浮体に乗り上げて搭乗者と接触した。 

Ｂ船は、本件浮体に乗り上げたとき、船長Ｂが付けていたキルスイッチ

が外れて機関が停止した。 

船長Ａは、直ちに付近にいた他の水上オートバイと協力して搭乗者３人

を引き揚げてＡ船に乗せ、１４時５０分ごろ滋賀県近江八幡市所在のマリ

ーナに帰航した。 

負傷した３人は、マリーナが手配した救急車により病院に搬送され、搭

乗者Ａが右坐骨骨折、搭乗者Ｂが左顔面及び右足打撲並びに搭乗者Ｃが右

顔面及び右上腕部打撲とそれぞれ診断された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約５０cm 

 その他の事項  本事故当日は、１０時ごろまでに約１５人がマリーナに集まり、午前中

は、Ａ船及びＢ船ほか数隻の水上オートバイに分乗して近江八幡市の沖で

遊走し、マリーナに戻って昼食をとったのち、午後、近江舞子水泳場沖で

遊走した。  

船長Ａ、Ａ船の乗船者、本件浮体の搭乗者３人及び船長Ｂは、全員が救

命胴衣を着用しており、船長Ａ及び船長Ｂは、飲酒はしていなかった。 

滋賀県琵琶湖等水上安全条例（昭和３０年１２月２３日滋賀県条例第５

５号）及び滋賀県琵琶湖等水上安全条例施行規則（平成２年３月１日滋賀

県条例第１号）には、次のとおり定められている。 
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 滋賀県琵琶湖等水上安全条例 

（動力船による危険行為の禁止） 

第９条の２ 動力船の操船者は、正当な理由がないのに、次の各号の

いずれかに該当することとなる操船をしてはならない。  

 (1) 他の船舶との間に安全な距離を保たないで、自船に他の船舶の

進路を横切らせること。 

  (2) 他の船舶との間に安全な距離を保たないで、自船を蛇行させ、

急に転回させ、または疾走させること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、他の船舶との衝突の危険その他の

著しい危険を生じさせることとなるような方法で、自船を他の船

舶に接近させること。 

（水上オートバイの操船者の義務） 

第９条の５ 水上オートバイを操船しようとする者で、次の各号のい

ずれかに該当するものは、第２２条の２第１項に規定する講習を受

けなければならない。 

（講習の実施） 

第２２条の２第１項 公安委員会は、公安委員会規則で定めるところ

により、水上オートバイを操船しようとする者に対する講習を行う

ものとする。 

滋賀県琵琶湖等水上安全条例施行規則 

（講習内容） 

第１３条 講習は次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 琵琶湖等の特殊性および利用実態に即した水上オートバイの安全

な操船に必要な知識等について行うこと。 

(2) あらかじめ作成した講習計画に基づいて行い、かつ、その方法

は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 

(3) 講習時間は、９０分とすること。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、滋賀県琵琶湖等水上安全条例第２２条の２第１項

の講習を終了しており、有効な琵琶湖水上オートバイ安全講習終了証を携

帯していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ船は搭乗者Ａ、搭乗者Ｂ及び搭乗者Ｃの３人

を乗せた本件浮体を引いて北北東進中、Ｂ船は本

件浮体の右側を並走して北北東進中、琵琶湖南西

部の近江舞子水泳場沖において、船長Ｂが、本件

浮体の搭乗者に水を掛けようと思い、本件浮体の

右前方で左旋回して本件浮体に接近していったこ

とから、Ｂ船が波高約５０cm の波に当たって滑空

状態となり、操縦できなくなったところ、Ｂ船と

本件浮体が衝突し、Ｂ船が、本件浮体に乗り上

げ、搭乗者３人と接触して搭乗者が負傷したもの

と考えられる。 
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原因  本事故は、琵琶湖南西部の近江舞子水泳場沖において、Ａ船が搭乗者

Ａ、搭乗者Ｂ及び搭乗者Ｃの３人を乗せた本件浮体を引いて北北東進中、

Ｂ船が本件浮体の右側を並走して北北東進中、船長Ｂが、本件浮体の搭乗

者に水を掛けようと思い、本件浮体の右前方で左旋回して本件浮体に接近

していったため、Ｂ船が波高約５０cm の波に当たって滑空状態となり、操

縦できなくなったところ、Ｂ船と本件浮体とが衝突し、Ｂ船が、本件浮体

に乗り上げ、搭乗者３人と接触したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・水上オートバイの操縦者は、引かれている浮体に接近して急旋回する

などの危険な行為は行わないこと。 

・水上オートバイを操縦する際は、波の影響を受けやすいので注意をす

ること。また、航走波にも注意をすること。 

 

 

本件浮体のえい航イメージ図（ホームページ上の販売資料） 

 

 




